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危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の公布について 

 

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成１７年政令第２３号）が本日公布さ

れ、平成１７年４月１日から施行されることとなりました。 

今回の改正は、「規制改革・民間開放推進三か年計画（平成１６年３月１９日閣議決定）」の

中で、平成１６年度中に措置することとされている個別事項について措置するとともに、地下

タンク貯蔵所からの漏えい事故防止等のために、地下タンク貯蔵所の技術上の基準について所

要の措置を講じることをその内容とするものです。 

貴職におかれましては下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されるとともに、各都道府

県知事におかれましては貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願いま

す。 

消防法（昭和２３年法律第１８６号）                      ・・・法 

危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）           ・・・令 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成１７年政令第２３号）・・・改正令 

危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号）         ・・・規則 

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和４９年自治省告示第９９号） 

                                    ・・・告示 

 

記 

 
第１ 地下タンク貯蔵所の技術基準の性能規定化に関する事項 

地下タンク貯蔵所に係る技術基準について、新たな技術に対する迅速、柔軟な対応を可能

にし、併せて新たな技術を活用した事故防止の推進を図るために、次の事項について性能規

定の導入が図られたこと。 

１ 地下貯蔵タンク本体の構造について、その持つべき性能が総務省令に委ねられ、厚さ３．

２ミリメートル以上の鋼板のほか、これと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること

ができることとされたこと（第１３条第１項第６号関係）。  

２ タンク室の構造及び防水の措置について、その持つべき性能が総務省令に委ねられたこ

と（第１３条第１項第１４号関係）。 

なお、地下貯蔵タンクからの液体の危険物の漏れを検知するため地下貯蔵タンク又はその

周囲に設ける設備について、その要件が総務省令に委ねられたこと（第１３条第 1 項第１３

号関係）。 
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なお、これらの改正事項の適用に関しては、地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例に

よるとされている製造所等の地下に設ける危険物を取り扱うタンクについても同様であるこ

と。 

また、それぞれが持つべき性能についての具体的な基準については、今後規則で定められ

る予定であること。 

 

第２ 電気を動力源とする自動車等への水素充てん設備を設ける給油取扱所に関する事項 

今後普及が予想される燃料電池自動車に水素を充てんする設備を設ける給油取扱所（屋外

給油取扱所に限る。）に係る位置、構造及び設備の技術上の基準が新設されたこと（第１７条

第３項第５号関係）。 

なお、具体的な基準については、今後規則で定められる予定であること。 

 

第３ その他の事項 

地下タンク貯蔵所に関する次の事項について、所要の改正が行われたこと。 

なお、地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるとされている製造所等の地下に設

ける危険物を取り扱うタンクについても同様であること。 

１ 鋼製タンクの直埋設の禁止 

近年の危険物施設からの漏えい事故の増加にかんがみ、二重殻タンク及び危険物の漏れを

防止する構造によるタンク以外の地下貯蔵タンクについては、タンク室を省略した設置方法

が禁止されたこと（第１３条第１項第１号）。 

 ２ 通気管・安全装置 

  地下貯蔵タンクには通気管又は安全装置のいずれかを設けることとされたこと（第１３条

第１項第８号）。 

 ３ 危険物量表示装置 

  液体の危険物の地下貯蔵タンクには危険物の量を自動的に表示する装置を設けることとさ

れたこと（第１３条第１項第８号の２）。 

  なお、経過措置の適用により引き続き計量口を設ける地下貯蔵タンクにあっては、令第２

６条第１項第４号の規定に基づき、計量するとき以外は閉鎖しておく必要があること。 

 

第４ 施行期日等 

１ 施行期日 

平成１７年４月１日から施行するものとされたこと（改正令附則第１条関係）。 

２ 経過措置 

（１）平成１７年４月１日において現に法第１１条第１項の規定により許可を受けている地

下タンク貯蔵所の構造及び設備で、改正後の令第１３条第１項第１号、第６号、第８号

の２、第１３号及び第１４号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に

係る技術上の基準については、なお従前の例によるものとされたこと。 

また、上記規定の例によるとされる製造所等の技術上の基準についても同様とされた

こと（改正令附則第２条関係）。 

(2)改正令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるものと

されたこと（改正令附則第３条関係）。 

以上 
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政
令
第
二
十
三
号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
条
第
四
項
及
び
第
三
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
及
び
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
は
、
」
の
下
に
「

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
、
「
鋼
板
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
」
を

加
え
、
同
項
第
八
号
中
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
う
ち
、
圧
力
タ
ン
ク
以
外
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
」
を
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に

は
、
」
に
、
「
通
気
管
を
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
総
務
省
令
で
定
め
る
」
を
「
、
通
気
管
又
は
」
に
改
め
、
「
そ
れ
ぞ
れ

」
を
削
り
、
同
項
第
八
号
の
二
中
「
又
は
計
量
口
」
を
削
り
、
同
号
後
段
を
削
り
、
同
項
第
十
三
号
中
「
の
周
囲
に
は
」
を
「

又
は
そ
の
周
囲
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
、
「
検
査
す
る
た
め
の
管
を
四
箇
所
以
上
適
当
な
位
置
に
」

を
「
検
知
す
る
設
備
を
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四

タ
ン
ク
室
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
防
水
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
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と
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
、
「
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
並
び
に
当
該
地
下
貯

蔵
タ
ン
ク
を
タ
ン
ク
室
以
外
の
場
所
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
を

地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
た
タ
ン
ク
室
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
第
二
号
」
を
「
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に

改
め
、
同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
項
第
二
号

に
規
定
す
る
二
重
殻
タ
ン
ク
」
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
地
盤
面
下
に
」
を
削
り
、
同
号
イ
中
「
次
号
イ
」
を
「
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号

中
「
第
二
号
イ
」
を
「
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三

号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
二
重
殻
タ
ン
ク
」
と

い
う
。
）
は
、
地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
た
タ
ン
ク
室
に
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
類
の
危
険
物
の
二
重
殻
タ
ン
ク

が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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イ

当
該
二
重
殻
タ
ン
ク
が
そ
の
水
平
投
影
の
縦
及
び
横
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
大
き
く
、
か
つ
、
厚
さ

〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
ふ
た
で
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

ふ
た
に
か
か
る
重
量
が
直
接
当
該
二
重
殻
タ
ン
ク
に
か
か
ら
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
二
重
殻
タ
ン
ク
が
堅
固
な
基
礎
の
上
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
第
十
三
号
ま
で
」

の
下
に
「
並
び
に
前
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
当
該
二
重
殻
タ
ン
ク
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
」

と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
並
び
に
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
専
用
タ
ン
ク
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号

た
だ
し
書
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
、
第
八
号
の
二
」
及
び
「
並
び
に
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
専
用
タ
ン

ク
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
た
だ
し
書
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
通
気
管
」
を
「
、
通
気
管
又
は
安
全
装
置
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
の
二
及
び
第
三
号
の
三
を
削
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
特
例
」
の
下
に
「
（
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
に
限
る
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。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
次
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
等
に
水
素
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
給
油
取
扱
所
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
等
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
、
現
に
消
防
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
い
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
又

は
取
扱
所
の
構
造
及
び
設
備
の
う
ち
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い

う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
新
令

第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
（
新
令
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
令
第
十
三
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
又
は
新
令
第
十
七
条
第
一
項
第
六
号
イ
若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
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場
合
を
含
む
。
）
に
適
合
し
な
い
も
の
の
構
造
及
び
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
）

（
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
）

第
十
三
条

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
次
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
も

第
十
三
条

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
次
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
も

の
を
除
く
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、

の
を
除
く
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
地
下
タ
ン
ク
（
以
下
こ

一

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
地
下
タ
ン
ク
（
以
下
こ

の
条
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
地
下
貯
蔵
タ

の
条
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
地
下
貯
蔵
タ

ン
ク
」
と
い
う
。
）
は
、
地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
た
タ
ン
ク
室

ン
ク
」
と
い
う
。
）
は
、
地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
た
タ
ン
ク
室

に
設
置
す
る
こ
と
。

に
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
類
の
危
険
物
の
地
下
貯
蔵

タ
ン
ク
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

当
該
タ
ン
ク
が
地
下
鉄
又
は
地
下
ト
ン
ネ
ル
か
ら
水
平
距

離
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場

所
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

当
該
タ
ン
ク
が
そ
の
水
平
投
影
の
縦
及
び
横
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
大
き
く
、
か
つ
、
厚
さ
〇
・
三
メ

ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
ふ
た
で
覆
わ
れ
て

い
る
こ
と
。

ハ

ふ
た
に
か
か
る
重
量
が
直
接
当
該
タ
ン
ク
に
か
か
ら
な
い

構
造
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
タ
ン
ク
が
堅
固
な
基
礎
の
上
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

六

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

六

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以

鋼
板
で
気
密
に
造
る
と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク

上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
気
密
に
造
る
と
と
も
に
、

に
あ
つ
て
は
七
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
で
、
圧
力
タ
ン
ク
に

圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
七
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

あ
つ
て
は
最
大
常
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
で
、
そ
れ
ぞ
れ
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の
圧
力
で
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
最
大
常
用
圧
力
の
一
・

十
分
間
行
う
水
圧
試
験
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
十
条
第
一
項

五
倍
の
圧
力
で
、
そ
れ
ぞ
れ
十
分
間
行
う
水
圧
試
験
（
高
圧
ガ

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造

ス
保
安
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用

の
た
め
の
施
設
、
労
働
安
全
衛
生
法
別
表
第
二
第
二
号
若
し
く

を
受
け
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
施
設
、
労
働
安
全
衛
生

は
第
四
号
に
掲
げ
る
機
械
等
又
は
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第

法
別
表
第
二
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
機
械
等
又
は

十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
機
械
等
で
あ
る
圧
力
タ
ン
ク

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

に
あ
つ
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
水
圧

機
械
等
で
あ
る
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め

試
験
。
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
水
圧
試
験
。
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号

て
、
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

七

（
略
）

七

（
略
）

八

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

八

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
う
ち
、
圧
力
タ
ン
ク
以
外
の
タ
ン
ク
に

り
、
通
気
管
又
は
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

あ
つ
て
は
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
気
管
を
、
圧

力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
総
務
省
令
で
定
め
る
安
全
装
置
を
そ
れ

ぞ
れ
設
け
る
こ
と
。

八
の
二

液
体
の
危
険
物
の
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
は
、
危
険
物
の

八
の
二

液
体
の
危
険
物
の
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
は
、
危
険
物
の

量
を
自
動
的
に
表
示
す
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

量
を
自
動
的
に
表
示
す
る
装
置
又
は
計
量
口
を
設
け
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
計
量
口
を
設
け
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に

つ
い
て
は
、
計
量
口
の
直
下
の
タ
ン
ク
の
底
板
に
そ
の
損
傷
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
〜
十
二

（
略
）

九
〜
十
二

（
略
）

十
三

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
そ
の
周
囲
に
は
、
総
務
省
令
で
定

十
三

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
は
、
当
該
タ
ン
ク
か
ら
の
液

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
タ
ン
ク
か
ら
の
液
体
の
危
険
物
の

体
の
危
険
物
の
漏
れ
を
検
査
す
る
た
め
の
管
を
四
箇
所
以
上
適

漏
れ
を
検
知
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

当
な
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

十
四

タ
ン
ク
室
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必

十
四

タ
ン
ク
室
は
、
壁
及
び
底
を
厚
さ
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上

要
な
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
防
水
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
す

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る

る
こ
と
。

構
造
と
し
、
か
つ
、
適
当
な
防
水
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に

、
ふ
た
を
厚
さ
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
防
水
の
措
置
を
講
じ

た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

２

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
、
鋼
板
を
間
げ
き

２

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
、
鋼
板
を
間
げ
き
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を
有
す
る
よ
う
に
取
り
付
け
又
は
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
間
げ
き

を
有
す
る
よ
う
に
取
り
付
け
又
は
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
間
げ
き

を
有
す
る
よ
う
に
被
覆
し
た
も
の
を
設
置
す
る
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵

を
有
す
る
よ
う
に
被
覆
し
た
も
の
を
設
置
す
る
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵

所
に
限
る
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、

所
に
限
る
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、

前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
六
号
（
水
圧
試
験
に
係
る
部

前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
六
号
（
水
圧
試
験
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
四
号
の

分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
並
び
に
当
該
地

規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

下
貯
蔵
タ
ン
ク
を
タ
ン
ク
室
以
外
の
場
所
に
設
置
す
る
場
合
に
あ

い
て
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
地
下
貯
蔵
タ

つ
て
は
同
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
を

ン
ク
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
項
第
二
号
に
規
定
す
る
二
重
殻
タ
ン

地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
た
タ
ン
ク
室
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て

ク
」
と
す
る
。

は
同
項
第
二
号
及
び
第
十
四
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
ロ
中
「
当

該
タ
ン
ク
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
次
項
第
一
号
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
二
重
殻
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
号
ハ
及
び
ニ
中
「
当

該
タ
ン
ク
」
と
あ
る
の
は
「
二
重
殻
タ
ン
ク
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
あ
る
の
は
「
二
重
殻
タ
ン
ク
」
と
、

「
当
該
タ
ン
ク
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
二
重
殻
タ
ン
ク
」
と
、
同

項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
あ
る
の
は
「

二
重
殻
タ
ン
ク
」
と
す
る
。

一

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
て
設

一

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
て
地

置
す
る
こ
と
。

盤
面
下
に
設
置
す
る
こ
と
。

イ

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
（
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
材
料
で
造
つ
た

イ

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
（
次
号
イ
に
掲
げ
る
材
料
で
造
つ
た
も

も
の
に
限
る
。
）
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

の
に
限
る
。
）
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
鋼

鋼
板
を
間
げ
き
を
有
す
る
よ
う
に
取
り
付
け
、
か
つ
、
危
険

板
を
間
げ
き
を
有
す
る
よ
う
に
取
り
付
け
、
か
つ
、
危
険
物

物
の
漏
れ
を
常
時
検
知
す
る
た
め
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設

の
漏
れ
を
常
時
検
知
す
る
た
め
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備

備
を
設
け
る
こ
と
。

を
設
け
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

た
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
二
重
殻
タ
ン
ク
」
と
い
う

。
）
は
、
地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
た
タ
ン
ク
室
に
設
置
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
第
四
類
の
危
険
物
の
二
重
殻
タ
ン
ク
が
次
の
イ
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か
ら
ハ
ま
で
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

イ

当
該
二
重
殻
タ
ン
ク
が
そ
の
水
平
投
影
の
縦
及
び
横
よ
り

そ
れ
ぞ
れ
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
大
き
く
、
か
つ
、
厚
さ
〇

・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
ふ
た
で
覆

わ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

ふ
た
に
か
か
る
重
量
が
直
接
当
該
二
重
殻
タ
ン
ク
に
か
か

ら
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
二
重
殻
タ
ン
ク
が
堅
固
な
基
礎
の
上
に
固
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

三

（
略
）

二

（
略
）

四

（
略
）

三

（
略
）

五

第
三
号
イ
に
掲
げ
る
材
料
で
造
つ
た
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
外

四

第
二
号
イ
に
掲
げ
る
材
料
で
造
つ
た
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
外

面
（
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た

面
（
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
に
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た

も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
外
面
）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と

も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
外
面
）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
。

こ
ろ
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
。

３

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
を
危
険
物
の
漏
れ
を

３

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
を
危
険
物
の
漏
れ
を

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
務
省
令
で
定
め
る
構
造
に
よ
り
地
盤

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
務
省
令
で
定
め
る
構
造
に
よ
り
地
盤

面
下
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

面
下
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

技
術
上
の
基
準
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第

技
術
上
の
基
準
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
三
号
、

八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の

第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
の
例

規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
外
面
を
総
務
省
令

に
よ
る
ほ
か
、
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
外
面
を
総
務
省
令
で
定
め
る

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

と
こ
ろ
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
と
す
る
。

お
い
て
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
当
該
二
重
殻
タ
ン
ク

」
と
あ
る
の
は
、
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
給
油
取
扱
所
の
基
準
）

（
給
油
取
扱
所
の
基
準
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）
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六

前
号
の
専
用
タ
ン
ク
、
廃
油
タ
ン
ク
等
又
は
簡
易
タ
ン
ク
を

六

前
号
の
専
用
タ
ン
ク
、
廃
油
タ
ン
ク
等
又
は
簡
易
タ
ン
ク
を

設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
専
用
タ
ン
ク
、
廃
油
タ
ン
ク
等
又
は

設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
専
用
タ
ン
ク
、
廃
油
タ
ン
ク
等
又
は

簡
易
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

簡
易
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設

イ

専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設

備
は
、
第
十
三
条
第
一
項
（
第
五
号
、
第
九
号
（
掲
示
板
に

備
は
、
第
十
三
条
第
一
項
（
第
五
号
、
第
九
号
（
掲
示
板
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
並
び

く
。
）
、
同
条
第
二
項
（
同
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

に
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
専
用
タ
ン
ク
を
設
け
る
場

の
と
さ
れ
る
同
条
第
一
項
第
五
号
、
第
九
号
（
掲
示
板
に
係

合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
同
条
第
二

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く

項
（
同
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同
条
第

。
）
又
は
同
条
第
三
項
（
同
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

一
項
第
五
号
、
第
九
号
（
掲
示
板
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
と
さ
れ
る
同
条
第
一
項
第
五
号
、
第
九
号
（
掲
示
板
に
係

、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
三

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く

項
（
同
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同
条
第

。
）
に
掲
げ
る
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の

一
項
第
五
号
、
第
九
号
（
掲
示
板
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
地
下

タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設

備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

六
の
二
〜
十
六

（
略
）

六
の
二
〜
十
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

屋
内
給
油
取
扱
所
に
専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
を
設

二

屋
内
給
油
取
扱
所
に
専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
を
設

け
る
場
合
に
は
、
当
該
専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
の
位

け
る
場
合
に
は
、
当
該
専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
の
位

置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
も

置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
第
十
三
条
第
一
項
（
第
五
号
、
第
八
号
、
第
九
号

の
の
ほ
か
、
第
十
三
条
第
一
項
（
第
五
号
、
第
八
号
、
第
八
号

（
注
入
口
は
屋
外
に
設
け
る
こ
と
と
す
る
部
分
及
び
掲
示
板
に

の
二
、
第
九
号
（
注
入
口
は
屋
外
に
設
け
る
こ
と
と
す
る
部
分

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く

及
び
掲
示
板
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
及
び
第

。
）
、
同
条
第
二
項
（
同
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

十
二
号
並
び
に
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
専
用
タ
ン
ク
を

さ
れ
る
同
条
第
一
項
第
五
号
、
第
八
号
、
第
九
号
（
注
入
口
は

設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
同

屋
外
に
設
け
る
こ
と
と
す
る
部
分
及
び
掲
示
板
に
係
る
部
分
に

条
第
二
項
（
同
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同

限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
又
は
同

条
第
一
項
第
五
号
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
九
号
（
注
入
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条
第
三
項
（
同
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
同

口
は
屋
外
に
設
け
る
こ
と
と
す
る
部
分
及
び
掲
示
板
に
係
る
部

条
第
一
項
第
五
号
、
第
八
号
、
第
九
号
（
注
入
口
は
屋
外
に
設

分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
又

け
る
こ
と
と
す
る
部
分
及
び
掲
示
板
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

は
同
条
第
三
項
（
同
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
地
下
タ

る
同
条
第
一
項
第
五
号
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
九
号
（

ン
ク
貯
蔵
所
の
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

注
入
口
は
屋
外
に
設
け
る
こ
と
と
す
る
部
分
及
び
掲
示
板
に
係

例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。

）
に
掲
げ
る
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
の
位
置

、
構
造
及
び
設
備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

専
用
タ
ン
ク
及
び
廃
油
タ
ン
ク
等
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め

三

専
用
タ
ン
ク
及
び
廃
油
タ
ン
ク
等
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
通
気
管
又
は
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
気
管
を
設
け
る
こ
と
。

三
の
二

専
用
タ
ン
ク
に
は
、
危
険
物
の
量
を
自
動
的
に
表
示
す

る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

三
の
三

廃
油
タ
ン
ク
等
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
八
号
の
二
の

規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
〜
十
一

（
略
）

四
〜
十
一

（
略
）

３

次
に
掲
げ
る
給
油
取
扱
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
二

３

次
に
掲
げ
る
給
油
取
扱
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
二

項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
（
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は

項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
に
限
る
。
）
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

圧
縮
天
然
ガ
ス
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
ガ
ス
を
内
燃

四

圧
縮
天
然
ガ
ス
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
ガ
ス
を
内
燃

機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
等
に
当
該
ガ
ス
を
充
て
ん

機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
等
に
当
該
ガ
ス
を
充
て
ん

す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
給
油
取
扱
所
（
第
六
号
に
掲
げ
る

す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
給
油
取
扱
所
（
次
号
に
掲
げ
る
も

も
の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

五

電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
等
に
水
素
を
充
て
ん
す
る
た

め
の
設
備
を
設
け
る
給
油
取
扱
所
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

六

（
略
）

五

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）




